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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（売買の種類） （売買の種類） 

第１０条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

る取引とする。 

第１０条 売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

る取引とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第３条第１項第２号、第４号及び第５号、

第７号から第１２号までに掲げる有価証券並

び

ａ・ｂ （略） 

に指標連動型投資信託受益証券 

（２） 第３条第１項第２号、第４号及び第５号、

第７号から第１２号までに掲げる有価証券に

指標連動型投資信託受益証券 

ａ・ｂ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 普通取引は、売買契約締結の日から起算して４

日目（休業日を除外する。以下日数計算について

同じ。）の日に決済を行うものとする。 

３ 普通取引は、売買契約締結の日から起算して４

日目（休業日を除外する。以下日数計算について

同じ。）の日に決済を行うものとする。ただし、

次の各号に掲げる日の売買については、当該売買

契約締結の日から起算して５日目の日に決済を

行うものとする。 

（削る） （１） 第１８条第１項の規定により配当落（配

当（剰余金の配当をいう。）には、投資信託受

益証券及び外国投資信託受益証券の収益分配、投

資証券及び外国投資証券の金銭の分配並びに受益

証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信

託の受益証券の信託財産に係る給付金を含む。以

下同じ。）又は権利落として定める期日 

（削る） （２） 第１９条の規定により内国法人の発行す

る株券について、取得対価の変更（取得請求期

間の中断を含む。以下同じ。）として定める期

日、外国株預託証券について、表示株式数（１

預託証券に権利が表示される株式の数をいう。

以下同じ。）の変更として定める期日 

（削る） （３） 第２０条の規定により行う外国法人の発

行する有価証券の権利預り証付売買の最終日

の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。） 

（削る） （４） 第１号に定める期日以外の日で、内国法

人の発行する株券、優先出資証券及び投資証券に

ついて、株式会社証券保管振替機構（以下「保

管振替機構」という。）において社債、株式等

の振替に関する法律（平成１３年法律第７５

号）に基づく総株主通知（総優先出資者通知及

び総投資主通知を含む。）が行われる場合は、

当該総株主通知に係る株主（優先出資者及び投

資主を含む。）を確定するための期日の３日前

（休業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（当該期日が休業日に当たるときは、

当該期日の４日前の日） 
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（削る） （５） 投資信託受益証券について、保管振替機

構において受益者登録請求の取次ぎが行われ

る場合は、当該受益者を確定するための期日の

３日前の日（当該期日が休業日に当たるとき

は、当該期日の４日前の日） 

（削る） （６） 受益証券発行信託の受益証券について、

保管振替機構において受益者の報告が行われ

る場合は、当該受益者を確定するための期日の

３日前の日（当該期日が休業日に当たるとき

は、当該期日の４日前の日） 

４ （略） ４ （略） 

  

（呼値） （呼値） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 呼値は、配当含み（配当（剰余金の配当をいう。）

には、投資信託受益証券及び外国投資信託受益証

券の収益分配、投資証券及び外国投資証券の金銭

の分配並びに受益証券発行信託の受益証券及び

外国受益証券発行信託の受益証券の信託財産に

係る給付金を含む。以下同じ。）

４ 呼値は、配当含みとする。 

とする。 

 

 

 

 

 

５～８ （略） ５～８ （略） 

  

 （株式の併合後の有価証券を対象として売買を開

始する期日）  

第１８条の２ （新設） 有価証券の売買につき、株式（優先

出資、受益権及び投資口を含む。）の併合後の有

価証券を対象として売買を開始する期日は、当取

引所が定める。 

 

 

 

  

（取得対価の変更期日等） （取得対価の変更期日等） 

第１９条 発行会社に対して取得を請求すること

ができる旨又は発行会社が一定の事由が生じた

ことを条件として若しくは株主総会の決議によ

り取得することができる旨の定めがある内国法

人の発行する株券について、取得対価の変更（取

得請求期間の中断を含む。以下同じ。）として、

新たな取得対価により売買を行う期日（以下「取

得対価の変更期日」という。）、外国株預託証券

について、表示株式数（１預託証券に権利が表示

される株式の数をいう。以下同じ。）

第１９条 発行会社に対して取得を請求すること

ができる旨又は発行会社が一定の事由が生じた

ことを条件として若しくは株主総会の決議によ

り取得することができる旨の定めがある内国法

人の発行する株券について、取得対価の変更とし

て、新たな取得対価により売買を行う期日（以下

「取得対価の変更期日」という。）、外国株預託

証券について、表示株式数の変更として、新たな

表示株式数により売買を行う期日（以下「表示株

式数の変更期日」という。）は、当取引所が定め

る。 

の変更とし

て、新たな表示株式数により売買を行う期日（以

下「表示株式数の変更期日」という。）は、当取

引所が定める。 

  

（売買の停止） （売買の停止） 

第２１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、有価証券の

売買を停止することができる。 

第２１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合に

は、当取引所が定めるところにより、有価証券の

売買を停止することができる。 
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（削る） （１） 上場有価証券の発行者が株式（優先出資、

受益権及び投資口を含む。）の併合を行う場合

又は株式の分割と同時に単元株式数を増加し若

しくは単元株式数についての定款の定めを設ける

場合で、当取引所が必要があると認める場合 

（１） （略） （２） （略） 

（２） （略） （３） （略） 

（３） （略） （４） （略） 

（４） （略） （５） （略） 

  

（公開買付期間中における自己買付け） （公開買付期間中における自己買付け） 

第２５条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

第２５条 施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する金融商品取引所の定

める規則において有価証券の流通の円滑化を図

るため認められている買付けは、当取引所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 有価証券ミニ投資（取引参加者があらか

じめ選定した銘柄に係る第１５条に規定する

売買単位に満たない有価証券について、株式会

社証券

（４） 有価証券ミニ投資（取引参加者があらか

じめ選定した銘柄に係る第１５条に規定する

売買単位に満たない有価証券について、保管振

替機構の振替制度を利用して行う定型的な方

法による売買をいう。以下同じ。）に係る買付

け 

保管振替機構の振替制度を利用して行

う定型的な方法による売買をいう。以下同じ。）

に係る買付け 

（５）～（１４） （略） （５）～（１４） （略） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ 平成２１年１１月１５日以前に行われた有価

証券の売買に係る決済については、なお従前の例

による。  

３ この改正規定施行の際、現に改正前の第２１条

第１号の規定により売買の停止が行われている

場合については、なお従前の例による。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（普通取引における顧客の受渡時限） （普通取引における顧客の受渡時限） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（削る） 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日

に成立した普通取引については、顧客は、当該売

買成立の日から起算して５日目の日の午前９時

までに、売付有価証券又は買付代金を取引参加者

に交付するものとする。 

 （１） 取引所の定める配当落又は権利落の期日 

 （２） 内国法人の発行する株券について、新た

な取得対価により売買を行う期日として取引

所の定める期日及び外国株預託証券について、

新たな表示株式数（１預託証券に権利が表示さ

れる株式の数をいう。）により売買を行う期日

として取引所の定める期日 

 （３） 外国株券等について、取引所の定める権

利預り証付売買の最終日の翌日（取引所の休業

日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同

じ。） 

 （４） 第１号に定める期日以外の日で、内国法

人の発行する株券、優先出資証券又は投資証券

について、株式会社証券保管振替機構（以下「保

管振替機構」という。）において社債、株式等

の振替に関する法律（平成１３年法律７５号。

以下「振替法」という。）に基づく総株主通知

（総優先出資者通知及び総投資主通知を含

む。）が行われる場合は、当該総株主通知に係

る株主（優先出資者及び投資主を含む。）を確

定するための期日の３日前（取引所の休業日を

除外する。以下日数計算について同じ。）の日

（当該期日が取引所の休業日に当たるときは、

当該期日の４日前の日） 

 （５） 投資信託受益証券について、保管振替機

構において受益者登録請求の取次ぎが行われ

る場合、当該受益者を確定するための期日の３

日前の日（当該期日が取引所の休業日に当たる

ときは、当該期日の４日前の日） 

 （６） 受益証券発行信託の受益証券について、

保管振替機構において受益者の報告が行われ

る場合、当該受益者を確定するための期日の３

日前の日（当該期日が取引所の休業日に当たる

ときは、当該期日の４日前の日） 

２ 前項 ３ の規定にかかわらず、取引参加者が受託に

際し、株式会社日本証券クリアリング機構（以下

「クリアリング機構」という。）が定める決済時

限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客

は、その日時までに、売付有価証券又は買付代金

を取引参加者に交付するものとする。 

前２項の規定にかかわらず、取引参加者が受託

に際し、株式会社日本証券クリアリング機構（以

下「クリアリング機構」という。）が定める決済

時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧

客は、その日時までに、売付有価証券又は買付代

金を取引参加者に交付するものとする。 
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（ＤＶＰ決済を利用する場合の顧客の受渡し） （ＤＶＰ決済を利用する場合の顧客の受渡し） 

第１４条 当日決済取引、普通取引又は発行日決済

取引における有価証券の売買の委託について、顧

客と取引参加者との合意により、株式会社ほふり

クリアリング（以下「ほふりクリアリング」とい

う。）の業務方法書に規定するＤＶＰ決済を利用

する場合には、顧客は、それぞれ第１１条、第１

２条第１項又は前条第１項に定める日のほふり

クリアリングが定める決済時限（普通取引又は発

行日決済取引に係る有価証券の引渡しについて

は、合意に際して取引参加者が指定したクリアリ

ング機構が定める決済時限までの間の日時）まで

に、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又

は資金を支払うものとする。 

第１４条 当日決済取引、普通取引又は発行日決済

取引における有価証券の売買の委託について、顧

客と取引参加者との合意により、株式会社ほふり

クリアリング（以下「ほふりクリアリング」とい

う。）の業務方法書に規定するＤＶＰ決済を利用

する場合には、顧客は、それぞれ第１１条、第１

２条第１項若しくは第２項又は前条第１項に定

める日のほふりクリアリングが定める決済時限

（普通取引又は発行日決済取引に係る有価証券

の引渡しについては、合意に際して取引参加者が

指定したクリアリング機構が定める決済時限ま

での間の日時）までに、ほふりクリアリングに有

価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。 

２ 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し

又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の

引渡し又は資金の支払いは、第１１条、第１２条

第１項又は前条第１項の売付有価証券の交付又

は買付代金の交付とみなす。 

２ 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し

又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の

引渡し又は資金の支払いは、第１１条、第１２条

第１項若しくは第２項又は前条第１項の売付有

価証券の交付又は買付代金の交付とみなす。 

  

（保管振替機構等の規則の適用） （保管振替機構等の規則の適用） 

第１７条 内国法人の発行する株券、優先出資証

券、内国法人の発行する新株予約権証券、投資信

託受益証券又は投資証券の売買の受託に関する

契約については、この準則に定めるもののほか、

株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」

という。）

第１７条 内国法人の発行する株券、優先出資証

券、内国法人の発行する新株予約権証券又は投資

証券の売買の受託に関する契約については、この

準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める

株式等の振替に関する業務規程に基づき取引参

加者と顧客との間で締結される契約によるもの

とする。 

が定める株式等の振替に関する業務規

程に基づき取引参加者と顧客との間で締結され

る契約によるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（口座振替による受渡し） （口座振替による受渡し） 

第１８条 取引参加者は、顧客から、内国法人の発

行する株券、優先出資証券、内国法人の発行する

新株予約権証券、投資信託受益証券又は投資証券

の売買の委託を受けたときは、当該顧客のために

社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法

律第７５号。以下「振替法」という。）

第１８条 取引参加者は、顧客から、内国法人の発

行する株券、優先出資証券、内国法人の発行する

新株予約権証券又は投資証券の売買の委託を受

けたときは、当該顧客のために振替法に基づく口

座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の

受渡しを、その口座との間の振替により行うもの

とする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座

との間の振替により有価証券の受渡しを行う場

合は、この限りでない。 

に基づく

口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券

の受渡しを、その口座との間の振替により行うも

のとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口

座との間の振替により有価証券の受渡しを行う

場合は、この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの

弁済期限） 

（信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの

弁済期限） 
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第４６条 信用取引による売付有価証券又は買付

代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日

（取引所の休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。）

第４６条 信用取引による売付有価証券又は買付

代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日と

し、その３日前（取引所の休業日を除外する。）

の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日

（取引所の休業日を除外する。）これを繰り延べ

るものとする。 

とし、その３日前（取引所の休

業日を除外する。）の日までに弁済の申し出をし

ない場合は、逐日（取引所の休業日を除外する。）

これを繰り延べるものとする。 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ 平成２１年１１月１５日以前に行われた有価

証券の売買に係る顧客の受渡時限については、な

お従前の例による。 
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立会外市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（決済日） （決済日） 

第４条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日に

決済を行うものとする。 

第４条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日に

決済を行うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 売買契約締結の日から起算して４日目

（休業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日 

（２） 売買契約締結の日から起算して４日目

（休業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（業務規程第１０条第３項各号に掲

げる日の売買については、５日目の日） 

  

（顧客の受渡時限） （顧客の受渡時限） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

（削る） ２ 前項第２号の規定にかかわらず、受託契約準則

第１２条第２項各号に掲げる日に成立した立会

外取引については、顧客は、当該売買成立の日か

ら起算して５日目の日の午前９時までに、売付有

価証券又は買付代金を取引参加者に交付するも

のとする。 

２ 前項 ３ 第２号の規定にかかわらず、取引参加者が

受託に際し、株式会社日本証券クリアリング機構

（以下「クリアリング機構」という。）が定める

決済時限までの間の日時を別に指定した場合に

は、顧客は、その日時までに、売付有価証券又は

買付代金を取引参加者に交付するものとする。 

第１項第２号及び前項の規定にかかわらず、取

引参加者が受託に際し、株式会社日本証券クリア

リング機構（以下「クリアリング機構」という。）

が定める決済時限までの間の日時を別に指定し

た場合には、顧客は、その日時までに、売付有価

証券又は買付代金を取引参加者に交付するもの

とする。 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ 平成２１年１１月１５日以前に行われた有価

証券の売買に係る決済については、なお従前の例

による。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（発行日決済取引の期間） （発行日決済取引の期間） 

第３条 規程第１０条第４項に規定する当取引所

が定める日は、当取引所が特に必要があると認め

てその都度定める場合を除き、株式会社証券保管

振替機構（以下「保管振替機構」という。）

第３条 規程第１０条第４項に規定する当取引所

が定める日は、当取引所が特に必要があると認め

てその都度定める場合を除き、保管振替機構に

おいて新株券、新優先出資証券又は新受益証券

に係る新規記録が行われる日の３日前（休業日

を除外する。以下日数計算において同じ。）の日

とする。 

にお

いて新株券、新優先出資証券又は新受益証券に

係る新規記録が行われる日の３日前（休業日を

除外する。以下日数計算において同じ。）の日と

する。 

  

（売買の中断） （売買の中断） 

第５条 規程第１１条第３項及び同第１２条第２

項第２号に規定する売買が中断された場合とは、

規程第２１条各号

第５条 規程第１１条第３項及び同第１２条第２

項第２号に規定する売買が中断された場合とは、

規程第２１条の規定により売買の停止が行

われた場合をいう。 

第２号から第５号までの規定によ

り売買の停止が行われた場合をいう。 

  

（売買の取消し） （売買の取消し） 

第９条 規程第１３条第１項の規定により行う売

買の取消しは、次の各号に定めるところによる。 

第９条 規程第１３条第１項の規定により行う売

買の取消しは、次の各号に定めるところによる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａ及びｂに定め

る数量を超える売買が成立し、当該売買の決済

が極めて困難である場合には、規程第２１条第

４号の規定により売買が停止された時、立会外

市場に関する業務規程及び受託契約準則の特

例第１１条第５号の規定により立会外取引に

係る売買が停止された時又は規程第３２条の

規定により当該過誤のある注文について公表

された時のいずれか早い時から、原則として６

０分を経過するまでの間に限り、当取引所の定

める様式により、売買の取消しの申請を行うこ

とができる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａ及びｂに定め

る数量を超える売買が成立し、当該売買の決済

が極めて困難である場合には、規程第２１条第

５号の規定により売買が停止された時、立会外

市場に関する業務規程及び受託契約準則の特

例第１１条第５号の規定により立会外取引に

係る売買が停止された時又は規程第３２条の

規定により当該過誤のある注文について公表

された時のいずれか早い時から、原則として６

０分を経過するまでの間に限り、当取引所の定

める様式により、売買の取消しの申請を行うこ

とができる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（売買の取消しの範囲） （売買の取消しの範囲） 

第１０条 規程第１３条第１項に規定する当取引

所が定める売買は、過誤のある注文に係る売買

が最初に成立した時から規程第２１条第４号の

規定により売買の停止が行われた時（売買の停

止が行われなかった場合にあっては、規程第３

２条の規定により当該過誤のある注文について

公表された時）までに成立したすべての売買（当

該過誤のある注文が発注された銘柄の売買に限

る。）とする。 

第１０条 規程第１３条第１項に規定する当取引

所が定める売買は、過誤のある注文に係る売買

が最初に成立した時から規程第２１条第５号の

規定により売買の停止が行われた時（売買の停

止が行われなかった場合にあっては、規程第３

２条の規定により当該過誤のある注文について

公表された時）までに成立したすべての売買（当

該過誤のある注文が発注された銘柄の売買に限

る。）とする。 
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（配当落等の期日） （配当落等の期日） 

第１２条 規程第１８条第１項に規定する配当落

等の期日は、次の各号に定める日とする。 

第１２条 規程第１８条第１項に規定する配当落

等の期日は、次の各号に定める日とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 普通取引 

権利確定日の２日前の日（権利確定日が休業

日に当たるときは、権利確定日の３日前の日）

とする。 

（２） 普通取引 

権利確定日の３日前の日（権利確定日が休業

日に当たるときは、権利確定日の４日前の日）

とする。 

  

 （株式の併合後の有価証券を対象として売買を開

始する期日）  

第１２条の２ （新設） 規程第１８条の２に規定する株式

の併合後の有価証券を対象として売買を開始す

る期日は、次の各号に定める日とする。 

 

（１） 当日決済取引  

当該併合の効力発生の日（当該併合の効力発

生の日が休業日に当たるときは、当該併合の効

力発生の日の翌日）とする。 

（２） 普通取引  

当該併合の効力発生の日の３日前の日とす

る。 

  

（取得対価の変更期日等） （取得対価の変更期日等） 

第１３条 規程第１９条に規定する取得対価の変

更期日及び表示株式数の変更期日は、次の各号に

定める日とする。 

第１３条 規程第１９条に規定する取得対価の変

更期日及び表示株式数の変更期日は、次の各号に

定める日とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 普通取引 

旧条件最終適用日の２日前の日（旧条件最終

適用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適

用日の３日前の日）とする。 

（２） 普通取引 

旧条件最終適用日の３日前の日（旧条件最終

適用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適

用日の４日前の日）とする。 

  

（売買の停止） （売買の停止） 

第１４条 規程第２１条の規定により行う売買の

停止は、次の各号に定めるところによる。 

第１４条 規程第２１条の規定により行う売買の

停止は、次の各号に定めるところによる。 

（削る） （１） 規程第２１条第１号に掲げる場合の売買

の停止は、原則として、当該併合又は分割等の

効力発生の日の４日前の日から当該併合又は

分割等の効力発生の日の前日までとする。 

（１） （略） （２） （略） 

（２） （略） （３） （略） 

（３） （略） （４） （略） 

  

（取消しの可能性の周知が必要と認める場合） （取消しの可能性の周知が必要と認める場合） 

第１５条 規程第２１条第４号に掲げる場合の売

買の停止は、原則として、過誤のある注文により、

次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各

号に定める数量を超える売買が成立した場合に

行うものとする。 

第１５条 規程第２１条第５号に掲げる場合の売

買の停止は、原則として、過誤のある注文により、

次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各

号に定める数量を超える売買が成立した場合に

行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（復活のための売買） （復活のための売買） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 前項の申請について、当取引所は、次の各号の

いずれにも該当する場合にこれを承認するもの

とする。 

２ 前項の申請について、当取引所は、次の各号の

いずれにも該当する場合にこれを承認するもの

とする。 

（１） 過誤のある注文に係る売買が最初に成立

した時から規程第２１条第４号の規定により

売買の停止が行われた時（売買の停止が行われ

なかった場合にあっては、規程第３２条の規定

により当該過誤のある注文について公表され

た時）までの間に、次のいずれかの売買（以下

「連鎖取引」という。）を行っていること。 

（１） 過誤のある注文に係る売買が最初に成立

した時から規程第２１条第５号の規定により

売買の停止が行われた時（売買の停止が行われ

なかった場合にあっては、規程第３２条の規定

により当該過誤のある注文について公表され

た時）までの間に、次のいずれかの売買（以下

「連鎖取引」という。）を行っていること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（流動性プロバイダーの義務） （流動性プロバイダーの義務） 

第１８条 規程第２７条に規定する流動性プロバ

イダーである取引参加者は、次の各号に掲げる義

務を負うものとし、当該各号に掲げる義務を履行

する旨を記載した書面を当取引所へ提出するも

のとする

第１８条 規程第２７条に規定する流動性プロバ

イダーである取引参加者は、次の各号に掲げる義

務を負う。 

。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ 平成２１年１１月１５日以前に行われた有価

証券の売買に係る取扱いについては、なお従前の

例による。 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（気配表示による呼値の特別周知） （気配表示による呼値の特別周知） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の気配表示は、当該呼値を表示した時か

ら当取引所が適当と認める時間を経過するごと

に、次の表に定める値幅以内の値段（直接上場銘

柄（初値の決定前に限る。）における当該直接上

場銘柄、事業を承継させる人的分割（分割に際し、

分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の

株式の全部又は一部を交付する会社の分割をい

う。）が行われる銘柄（当取引所がその都度指定

する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」という。）

の当該株式の交付にかかる権利落後最初の約定

値段（以下「権利落後始値」という。）の決定前

における当該人的分割銘柄、株式無償割当て（割

当てを受ける株主の有する株式と割り当てられ

る株式の種類が同一であるものを除く。）が行わ

れる銘柄であって当取引所がその都度指定する

銘柄（以下「株式無償割当て銘柄」という。）の

権利落後始値の決定前における当該株式無償割

当て銘柄及び整理銘柄に指定された銘柄のうち、

当取引所がその都度指定した銘柄に係る指定後

最初の約定値段の決定日（当該約定値段の決定前

に限る。）までにおける当該銘柄については、当

取引所が呼値の状況等を勘案してその都度定め

る値幅の値段）をもって更新することができる。 

 

４ 第１項の気配表示は、当該呼値を表示した時か

ら当取引所が適当と認める時間を経過するごと

に、次の表に定める値幅以内の値段（直接上場銘

柄（初値の決定前に限る。）における当該直接上

場銘柄、事業を承継させる人的分割（分割に際し、

分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の

株式の全部又は一部を交付する会社の分割をい

う。）が行われる銘柄（当取引所がその都度指定

する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」という。）

の当該株式の交付にかかる権利落後（業務規程第

２１条第１号の規定により売買の停止を行う場

合にあっては、売買を再開した後）最初の約定値

段（以下「権利落後始値」という。）の決定前に

おける当該人的分割銘柄、株式無償割当て（割当

てを受ける株主の有する株式と割り当てられる

株式の種類が同一であるものを除く。）が行われ

る銘柄であって当取引所がその都度指定する銘

柄（以下「株式無償割当て銘柄」という。）の権

利落後始値の決定前における当該株式無償割当

て銘柄及び整理銘柄に指定された銘柄のうち、当

取引所がその都度指定した銘柄に係る指定後最

初の約定値段の決定日（当該約定値段の決定前に

限る。）までにおける当該銘柄については、当取

引所が呼値の状況等を勘案してその都度定める

値幅の値段）をもって更新することができる。 

気配値段   値幅   

５００円未満のもの   上下 ５円 

５００円以上 １，０００円未満のもの 〃 １０円 

１，０００円 〃 １，５００円   〃 〃 ２０円 

１，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃 ３０円 

２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃 ４０円 

３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃 ５０円 

５，０００円 〃 １万円 〃 〃 １００円 

１万円 〃 ２万円 〃 〃 ２００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 ３００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ４００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 ５００円 

７万円 〃 １０万円 〃 〃 １，０００円 

１０万円 〃 １５万円 〃 〃 ２，０００円 

１５万円 〃 ２０万円 〃 〃 ３，０００円 

２０万円 〃 ３０万円 〃 〃 ４，０００円 

３０万円 〃 ５０万円 〃 〃 ５，０００円 

５０万円 〃 １００万円 〃 〃 １万円 

１００万円 〃 １５０万円 〃 〃 ２万円 

気配値段   値幅   

５００円未満のもの   上下 ５円 

５００円以上 １，０００円未満のもの 〃 １０円 

１，０００円 〃 １，５００円   〃 〃 ２０円 

１，５００円 〃 ２，０００円 〃 〃 ３０円 

２，０００円 〃 ３，０００円 〃 〃 ４０円 

３，０００円 〃 ５，０００円 〃 〃 ５０円 

５，０００円 〃 １万円 〃 〃 １００円 

１万円 〃 ２万円 〃 〃 ２００円 

２万円 〃 ３万円 〃 〃 ３００円 

３万円 〃 ５万円 〃 〃 ４００円 

５万円 〃 ７万円 〃 〃 ５００円 

７万円 〃 １０万円 〃 〃 １，０００円 

１０万円 〃 １５万円 〃 〃 ２，０００円 

１５万円 〃 ２０万円 〃 〃 ３，０００円 

２０万円 〃 ３０万円 〃 〃 ４，０００円 

３０万円 〃 ５０万円 〃 〃 ５，０００円 

５０万円 〃 １００万円 〃 〃 １万円 

１００万円 〃 １５０万円 〃 〃 ２万円 
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１５０万円 〃 ２００万円 〃 〃 ３万円 

２００万円 〃 ３００万円 〃 〃 ４万円 

３００万円 〃 ５００万円 〃 〃 ５万円 

５００万円 〃 １，０００万円 〃 〃 １０万円 

１，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃 ２０万円 

１，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃 ３０万円 

２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃 ４０万円 

３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃 ５０万円 

５，０００万円以上のもの   〃 １００万円 
 

１５０万円 〃 ２００万円 〃 〃 ３万円 

２００万円 〃 ３００万円 〃 〃 ４万円 

３００万円 〃 ５００万円 〃 〃 ５万円 

５００万円 〃 １，０００万円 〃 〃 １０万円 

１，０００万円 〃 １，５００万円 〃 〃 ２０万円 

１，５００万円 〃 ２，０００万円 〃 〃 ３０万円 

２，０００万円 〃 ３，０００万円 〃 〃 ４０万円 

３，０００万円 〃 ５，０００万円 〃 〃 ５０万円 

５，０００万円以上のもの   〃 １００万円 
 

５ （略） ５ （略） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ この改正規定施行の際、現に平成２１年１１月

１６日改正前の業務規程第２１条第１号の規定

により売買の停止が行われている銘柄について

は、なお従前の例による。 
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（制限値幅） 

第２条 （略） 

（制限値幅） 

第２条 （略） 

２ 次の各号に掲げる銘柄については、前項の規定

は適用しない。 

２ 次の各号に掲げる銘柄については、前項の規定

は適用しない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 事業を承継させる人的分割（分割に際し、

分割する会社の株主に承継会社又は新設会社

の株式の全部又は一部を交付する会社の分割

をいう。）が行われる銘柄（当取引所がその都

度指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」

という。）の当該株式の交付に係る権利落後最

初の約定値段（以下「権利落後始値」という。）

の決定前における当該人的分割銘柄及び株式

無償割当て（割当てを受ける株主の有する株式

と割り当てられる株式の種類が同一であるも

のを除く。）が行われる銘柄であって当取引所

がその都度指定する銘柄（以下「株式無償割当

て銘柄」という。）の権利落後始値の決定前に

おける当該株式無償割当て銘柄 

（２） 事業を承継させる人的分割（分割に際し、

分割する会社の株主に承継会社又は新設会社

の株式の全部又は一部を交付する会社の分割

をいう。）が行われる銘柄（当取引所がその都

度指定する銘柄を除く。以下「人的分割銘柄」

という。）の当該株式の交付に係る権利落後（業

務規程第２１条第１号の規定により売買の停

止を行う場合にあっては、売買を再開した後）

最初の約定値段（以下「権利落後始値」という。）

の決定前における当該人的分割銘柄及び株式

無償割当て（割当てを受ける株主の有する株式

と割り当てられる株式の種類が同一であるも

のを除く。）が行われる銘柄であって当取引所

がその都度指定する銘柄（以下「株式無償割当

て銘柄」という。）の権利落後始値の決定前に

おける当該株式無償割当て銘柄 

（３） （略） （３） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

 （基準値段） （基準値段） 

第３条 前条に規定する呼値の制限値幅の基準値

段は、次の各号に定めるところによる。 

第３条 前条に規定する呼値の制限値幅の基準値

段は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 内国株券（業務規程施行規則第９条第１

項第１号ａに規定する内国株券をいう。以下同

じ。）及び内国商品信託受益証券 

前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼値

に関する規則第８条の規定により気配表示さ

れた最終気配値段を含む。以下同じ。）とし、

前日に約定値段（呼値に関する規則第８条の規

定により気配表示された気配値段を含む。）が

ない場合その他当取引所が当該最終値段によ

ることが適当でないと認める場合は、当取引所

がその都度定める。ただし、業務規程第１８条

第１項の規定により定める株券の配当落等の

期日（以下「配当落等の期日」という。）、同

第１８条の２の規定により定める株式の併合

後の有価証券を対象として売買を開始する期

日

（１） 内国株券（業務規程施行規則第９条第１

項第１号ａに規定する内国株券をいう。以下同

じ。）及び内国商品信託受益証券 

又は同第１９条の規定により定める取得対

価の変更期日の基準値段は、別表「基準値段算

出に関する表」により算出した値段とする。 

前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。以下同じ。）の当該銘柄の最終値段（呼値

に関する規則第８条の規定により気配表示さ

れた最終気配値段を含む。以下同じ。）とし、

前日に約定値段（呼値に関する規則第８条の規

定により気配表示された気配値段を含む。）が

ない場合その他当取引所が当該最終値段によ

ることが適当でないと認める場合は、当取引所

がその都度定める。ただし、業務規程第１８条

第１項の規定により定める株券の配当落等の

期日（以下「配当落等の期日」という。）又は

同第１９条の規定により定める取得対価の変

更期日の基準値段は、別表「基準値段算出に関

する表」により算出した値段とする。 

 

（２） （略） （２） （略） 
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２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から

施行する。 

２ この改正規定施行の際、現に平成２１年１１月

１６日改正前の業務規程第２１条第１号の規定

により売買の停止が行われている場合について

は、なお従前の例による。 

 

  

別表 基準値段算出に関する表 別表 基準値段算出に関する表 

１ 内国法人の発行する株券（第３条第１項第１

号関係） 

１ 内国法人の発行する株券（第３条第１項第１

号関係） 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 

ａ 

株式の併合 

株式の併合後の株券を対象として売買を

開始する期日が配当落と同時の場合 

ｂ 

基準値段＝（株式の併合前最終値－配

当金額）÷併合比率 

株式の併合後の株券を対象として売買を

開始する期日が配当落と異なる場合 

（新設） 

基準値段＝株式の併合前最終値÷併

合比率 

（４）

（２）ｃの規定を準用する。この場合において、

同ｃ中「新株落」とあるのは「権利落」と、「新

株払込金額」とあるのは「新株予約権の行使に際

して払い込む金額」と、「新株割当率」とあるの

は「株式１株に対し割り当てられる当該新株予約

権の行使により交付される株式の数」と読み替え

るものとする。 

 権利落（新株予約権無償割当て（割り当て

られる新株予約権証券が上場されるものに限

る。）） 

（３）

前（２）ｃの規定を準用する。この場合におい

て、同ｃ中「新株落」とあるのは「権利落」と、

「新株払込金額」とあるのは「新株予約権の行使

に際して払い込む金額」と、「新株割当率」とあ

るのは「株式１株に対し割り当てられる当該新株

予約権の行使により交付される株式の数」と読み

替えるものとする。 

 権利落（新株予約権無償割当て（割り当て

られる新株予約権証券が上場されるものに限

る。）） 

（５） （略） （４） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（注１）・（注２） （略） （注１）・（注２） （略） 

（注３） （新設） 株式の併合前最終値とは、株式の併合

後の株券の売買開始の期日の前日の当該銘

柄の最終値段をいう。 

（注４） （略） （注３） （略） 

（注５） （略） （注４） （略） 

（注６） （略） （注５） （略） 

（注７） （略） （注６） （略） 
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立会外市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（立会外取引の値段） （立会外取引の値段） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、立会外市場特例第４

条第１号に規定する日に決済を行う取引につい

て、普通取引における業務規程第１８条第１項の

規定により定める配当落等の期日、同第１９条の

規定により定める取得対価の変更期日又は表示

株式数の変更期日から、当該期日から起算して４

日目

２ 前項の規定にかかわらず、立会外市場特例第４

条第１号に規定する日に決済を行う取引につい

て、普通取引における業務規程第１８条第１項の

規定により定める配当落等の期日、同第１９条の

規定により定める取得対価の変更期日又は表示

株式数の変更期日から、当該期日から起算して

（休業日を除外する。以下日数計算について

同じ。）の日以降の普通取引の売買立会の始めの

約定値段が決定される時までにおける値段は、当

取引所がその都度定める。 

５

日目（休業日を除外する。以下日数計算について

同じ。）の日以降の普通取引の売買立会の始めの

約定値段が決定される時までにおける値段は、当

取引所がその都度定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、立会外市場特例第

４条第２号に規定する日に決済を行う取引につ

いて、普通取引における業務規程第１８条第１項

の規定により定める配当落等の期日、同第１８条

の２の規定により定める株式の併合後の有価証

券を対象として売買を開始する期日

３ 第１項の規定にかかわらず、立会外市場特例第

４条第２号に規定する日に決済を行う取引につ

いて、普通取引における業務規程第１８条第１項

の規定により定める配当落等の期日、同第１９条

の規定により定める取得対価の変更期日又は表

示株式数の変更期日の午前８時２０分から普通

取引の売買立会の始めの約定値段が決定される

時までにおける値段は、当取引所がその都度定め

る。 

、同第１９条

の規定により定める取得対価の変更期日又は表

示株式数の変更期日の午前８時２０分から普通

取引の売買立会の始めの約定値段が決定される

時までにおける値段は、当取引所がその都度定め

る。 

  

（立会外取引に係る売買の取消し） （立会外取引に係る売買の取消し） 

第５条 立会外市場特例第１０条第１項の規定に

より行う立会外取引に係る売買の取消しは、次の

各号に定めるところによる。 

第５条 立会外市場特例第１０条第１項の規定に

より行う立会外取引に係る売買の取消しは、次の

各号に定めるところによる。 

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａ又はｂに定め

る数量を超える売買が成立し、当該売買の決済

が極めて困難である場合には、業務規程第２１

条第４号

（１） 過誤のある注文を発注した取引参加者

は、過誤のある注文により次のａ又はｂに定め

る数量を超える売買が成立し、当該売買の決済

が極めて困難である場合には、業務規程第２１

条の規定により売買立会による売買が

停止された時、立会外市場特例第１１条第５号

の規定により立会外取引に係る売買が停止さ

れた時又は業務規程第３２条の規定により当

該過誤のある注文について公表された時のい

ずれか早い時から、原則として６０分を経過す

るまでの間に限り、当取引所の定める様式によ

り、売買の取消しの申請を行うことができる。 

第５号の規定により売買立会による売買が

停止された時、立会外市場特例第１１条第５号

の規定により立会外取引に係る売買が停止さ

れた時又は業務規程第３２条の規定により当

該過誤のある注文について公表された時のい

ずれか早い時から、原則として６０分を経過す

るまでの間に限り、当取引所の定める様式によ

り、売買の取消しの申請を行うことができる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から
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施行する。 

２ 平成２１年１１月１５日以前に行われた有価

証券の売買に係る取扱いについては、なお従前の

例による。 

  

 
 
 


